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あたり、令和５年度に開催した１都８県建設業協会等との意見交換会を踏まえ、令和

６年度の関東地方整備局の主な取り組みについてまとめましたのでお知らせします。 
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令和６年３月２８日 

関東地方整備局 

建設業における時間外労働の上限規制 

（２０２４年問題）への対応 

■２０２４年（令和６年）４月から適用される建設業の時間外労働の上限規制

○法定労働時間 …………… １日８時間、１週間４０時間 

○時間外労働の上限規制 … 月４５時間かつ年間３６０時間

（災害への対応・除雪などは対象外） 

■建設業の課題と対応

１．働き方改革の推進 

（１）適正工期の確保

・継  続：指針に基づく適切な工期設定、入札時における概略工事工程表の開示の

徹底、適切な工期変更の徹底 

（２）週休二日制の実施

・新規対応：関東地方整備局において実施する全ての工事（港湾、空港、官庁営繕工

事を除く）について、発注者指定による月単位の週休二日制工事の実施、 

月単位の週休２日の補正係数の設定 

・継  続：公共発注機関への展開、民間工事への展開 

・継  続：関東ブロック発注者協議会において都県及び区市町村の週休二日制工事

の実施状況を指標設定し、取組を促進 

（３）書類作成業務のさらなる負担軽減

①土木工事電子書類スリム化ガイド

・継  続：「土木工事電子書類スリム化ガイド」の周知徹底、継続的なアンケート調

査の実施及びバージョンアップ（令和６年３月改訂） 

②検査書類限定型工事（令和６年度より試行から標準化へ）

・継  続：関東地方整備局において実施する全ての工事（港湾、空港、官庁営繕工

事を除く）について、書類限定検査を実施 

③工事関係書類の統一化

・新規対応：工事関係書類の標準様式の統一化について、各都県政令市への展開

（埼玉県は令和５年度に調整済み） 

④現場管理費の見直し

・新規対応：最新の実態を踏まえ、書類作成の経費や下請けの本社経費などによる現

場管理費の増加を反映 
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（４）工事現場環境の改善

・継  続：「ワンデーレスポンス」「ウィークリースタンスの取組」の徹底 

（５）相談窓口の設置

・新規対応：２０２４関連相談窓口の設置

（６）移動時間を踏まえた積算の適正化

・新規対応：現道・維持関係等の１１工種において、現場移動等により作業時間が短

くなり、日当たり施工量が減少している傾向がみられた為、歩掛に反映

（R6.2.28本省記者発表） 

（７）時間外労働の上限規制の例外

・継  続：災害への対応・除雪など、時間外労働の上限規制の適用対象外となる場

合の運用が円滑に進むよう、引き続き関係機関とのコミュニケーション

を継続。 

２．給与等の処遇改善 

・継  続：労務単価や補正率等の見直し 

→公共工事設計労務単価が改訂（R6.2.16本省記者発表）

（令和６年３月１日以降に入札に諮る工事から適用）

・継  続：下請取引等実態調査 

３．生産性の向上 

（１）手続きに関する生産性

・継  続：公共事業労務費調査におけるオンライン調査 

（２）発注に関する生産性

・継  続：施工時期の平準化（余裕期間制度、フレームワークモデル工事の活用） 

・継  続：一括審査方式の活用 

・継  続：概算概略発注の削減 

（３）現場に関する生産性

・新規対応：関東地方整備局においてインフラＤＸ大賞を創設し、生産性向上、働き

方改革を推進 

・継  続：「３次元計測技術を用いた出来形管理の活用手引き(案)」の改訂 

（令和６年３月一部改訂） 

共通編及び改訂した４工種について、説明動画を作成 

・継  続：ＩＣＴ施工の中小建設業への普及拡大に向けた「小規模工事ＩＣＴ施工 

活用の手引き（案）」の周知及び継続的なバージョンアップ 

（令和６年３月改訂） 

・継  続：直轄土木工事におけるＢＩＭ／ＣＩＭの原則適用 

・継  続：遠隔臨場による工事検査に関する試行 

（４）直轄以外への発注に関する生産性

・継  続：都県、市区町村発注工事へ生産性向上に係る直轄の取り組みの水平展開 
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４．入札契約 

●品確法の基本理念を踏まえ、担い手確保・育成、働き方改革、生産性向上などを図る

ため多様な総合評価の取組を実施しており、適宜ＰＤＣＡサイクルによる検証を行い、

見直し等を実施しているところ

・新規対応：総合評価におけるインフラＤＸ大賞の受賞企業を加点評価し、生産性向

上、働き方改革を促進 

・新規対応：総合評価におけるワークライフバランス関連認定企業の加点評価を全工

事・業務へ適用拡大（令和６年度中を予定）し、働き方改革を推進 

・継  続：施工時期の平準化 

・継  続：技術提案の評価結果について、面談を実施 

・継  続：発注量や地域特性に応じた余裕期間制度の活用による適正工期の確保 

・継  続：フレームワークモデル工事、公募型指名競争入札を適切に活用した柔軟

な監理技術者の配置 

・継  続：一括審査方式、段階選抜方式、簡易確認型、技術提案簡易評価型の活用

による受発注者の事務負担軽減 

・継  続：企業能力評価型を活用した柔軟な監理技術者の配置及び受発注者の事務

負担軽減 

・継  続：総合評価において週休２日取組実績を加点評価 

・継  続：監理技術者育成交代モデル工事や特例監理技術者制度による監理技術者

の柔軟な配置・交代の促進 

・継  続：若手技術者活用評価型、技術者育成型の積極的な活用による技術者の育

成・確保 

・継  続：新技術導入促進型による新技術を活用した生産性向上の促進 
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令和６年度の直轄土木工事の発注方針

○他産業と遜色ない休日取得ができる現場の実現に取り組む

○Ｒ５年度までに工期全体（通期）の週休２日が標準化されたことから、Ｒ６年度より月単位の週休２日を推進

※関東地整では、令和６年度から全ての工事において、原則発注者指定の月単位の週休２日を実施

○休日の質の向上のさらなる推進のため、土日を休日とする週休２日の実施に努めることを土木工事共通

仕様書に規定するとともに、実施した企業には工事成績評定で加点

※北海道開発局にお
いては、本官工事の
うち４．５憶円以上の
ものを対象

本官工事

分任官工事

※北海道開発局におい
ては、４．５憶円未満
の本官工事及び分任
官工事を対象

発注者指定 完全週休２日（土日祝日閉所）

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

原則月単位の
週休２日
（受注者希望）

R7年度～

月単位の週休２日工事の発注方針（イメージ案）

R6年度の状況を踏まえ、
月単位の週休２日
（発注者指定）を目指す

※原則の対象外：緊急復旧工事を想定

※R6年度は、工事成績評定にて、
完全週休２日（土日）実施工事の加点

R6年度の状況を踏まえ、
完全週休２日（土日）を目指す

原則月単位の
週休２日
（発注者指定）

※R6年度は、工事成績評定にて、
完全週休２日（土日）実施工事の加点

発注者指定
週休２日（４週８休）

発注者指定 週休２日（４週８休）

受注者希望

受注者希望 週休２日

令和３年度から全ての工事で、
原則発注者指定の週休２日を実施

令和６年度から全ての工事で、
原則発注者指定の月単位の週休２日を実施

※関東地整運用

関東地方整備局
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工事関係書類の統一化

○関東地方整備局及び埼玉県との統一化の対象書類として２６書類選定し、うち、２４書類（９２％）の

統一化を実施。

○埼玉県との調整結果を基に、今後、管内各都県及び政令市へ同様の取組の展開を図る。

関東地方整備局

更新済み
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関東地方整備局
令和６年３月に「土木工事電子書類スリム化ガイド」をバージョンアップしました！

■目的

・工事書類を必要最小限に簡素化（スリム化）を図るとともに、受発注者間で作成書類の役割分担の明確化、書類の電子化、遠隔臨場や
ＷＥＢ会議の活用によりインフラ分野のＤＸを推進し、工事の円滑な施工を図るとともに、受発注者間双方の働き方改革の推進を図る
ことが目的。

■適用

・令和６年４月１日以降の関東地方整備局発注工事（入札・契約手続運営委員会を開始する工事、入札手続き中及び契約済みの工事）
（港湾空港関係、営繕関係を除く）

■バージョンアップのポイント

✔発注者側の誤った指摘事例と、本来の適切な対応を記載。

✔設計変更に係る協議資料や設計審査会資料として、多数の詳細図面や写真等による説明が行われている実態から、

説明資料に替えて動画の活用や遠隔臨場を併せて実施し、説明資料を削減可能な旨を追記。

✔書類作成に係る土日・深夜勤務等の抑制のためウィークリースタンスを追記。

✔その他、アンケート調査結果により明らかとなった課題に対する対応及び改善要望のあった事項を反映。

■その他の主なバージョンアップ箇所

✔目的・適用・・・受注者が書類提出時に、スリム化ガイドで提出不要としている書類を抜いて再提出させ
られているなど負担が生じていることから、受注者の意思で提出された場合は受領を妨
げない旨を追記。

✔施工体制台帳・・・添付が不要な書類の一部明確化。

✔工事検査・・・書類限定検査（検査に必要な書類は１０種類のみ）の標準化。

✔週間工程表【新規】・・・様式の指定が必要な場合は作業の手戻りとならないよう事前に行う旨を追記。

「土木工事電子書類スリム化ガイド（ver.3.0）」のポイント

※「土木工事電子書類スリム化ガイド」、「土木工事電子書類作成マニュアル」は関東地方整備局ホームページに掲載しています。
ホームページアドレス https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000037.html

追加
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時間外労働規制適用に対応するための現場管理費の見直し
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現
場
管
理
費
率
（
％
）

純工事費

700万 10億1億

【現行】

【改定】

700万円以下 700万円超え10億円以下 10億円超え

43.43% 1,276.7×Np-0.2145 14.98%

700万円以下 700万円超え10億円以下 10億円超え

44.05% 1,118.2×Np-0.2052 15.91%

＜河川工事の場合＞
直接工事費 1億円の工事では、
現場管理費率 約1%増
（現場管理費 約1.0百万円 増）

現場管理費率の改定イメージ

○ 最新の実態を踏まえ、書類作成の経費や下請けの本社経費などによる現場管理費の増
加を反映

出典：「令和６年度 国土交通省土木工事・業務の積算基準等の改定」（令和６年２月２８日大臣官房技術調査課、大臣官房参事官イノベーショングループ、道路局国道・技術課、国土技術政策総合研究所）

工 事
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２０２４関連相談窓口の設置

○ 令和6年(2024年)４月から建設業における時間外労働の上限規制が適用されることを踏まえ、
関東地方整備局では、2024関連相談窓口を設置。

関東地方整備局
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移動時間を踏まえた積算の適正化

○ 朝礼や準備体操、後片付け等は、一日の就業時間に含まれるものであり標準歩掛に適切に反映
○ 路上工事などで常設の作業帯が現場に設けられない工事では、資材基地からの移動時間を適切に反映
○ Ｒ４年度から施工合理化調査の調査項目として実作業のほか、現場への移動時間等を詳細に把握するように調
査表の見直しを行い、Ｒ５年度の２７工種の分析に反映
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■Ｒ４以降の調査
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場
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後
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付
け

○ 舗装版破砕工などの現道・維持関係等の１１工種で、現場移動等により作業時間が短くなり、日当たり施工量が減
少している傾向が見られた。 ⇒Ｒ６年度歩掛改正に反映

・舗装版破砕工 ・舗装版切断工 ・電線共同溝工（C・C・BOX） ・場所打擁壁工 ・橋梁補強工（コンクリート巻立て）
・伐木除根工 ・安定処理工（バックホウ混合） ・泥水運搬工 ・現場取卸工 ・踏掛版設置工 ・グラウトホール工

工 事

出典：「令和６年度 国土交通省土木工事・業務の積算基準等の改定」（令和６年２月２８日大臣官房技術調査課、大臣官房参事官イノベーショングループ、道路局国道・技術課、国土技術政策総合研究所） 9/13



令和６年３月

国土交通省関東地方整備局

３次元計測技術を用いた出来形管理の活用手引き(案)

第15編 構造物工
（橋梁架設・床版）編

関東地方整備局

従来は、基準高・幅等を検尺テープや3mアルミ定規等により計測して出来形管理を実施していた。
⇒３次元計測技術を用いて点間距離を計測することで省力化・省人化を図る。

○出来形管理の変革イメージ

TLS(地上型レーザースキャナー)等による出来形管理検尺テープや3mアルミ定規等による出来形管理

実施効果

・３次元計測機器を用いた出来形管理による省人化・省力化
・計測人員の削減に伴う安全性の向上
・計測精度向上
・出来形座標確認ソフトウェア等による出来形管理資料作成の短縮
・出来形データ（３次元座標データ）の維持管理へのデータ連携が図れる

１５．構造物工（橋梁架設、床版）編

・出来形基準項目の寸法を検尺テープやレベル等で計測。
・人力による帳票作成、写真管理。

・TLＳ等の機器を用いて計測
・機器等で取得した点群を利用し、PC上で帳票作成（半自動作成）

AfterBefore

3次元計測技術 例

TS等光波方式

空中写真測量（UAV）、無人航空機搭載型LS

地上型レーザースキャナー

地上移動体搭載型LS

RTK-GNSS

表1-15-1 適用可能な３次元計測技術

15-1

検尺テープ等によ
る出来形管理

○手引き（案）の活用拡大のため、R4.12公表版で「3次元計測技術を用いた出来形管理の実施フロー（以下、実施フロー）」を
作成した4工種（土工編、舗装工編、護岸工編、構造物工（橋脚・橋台）編）について、受注者及び監督職員並びに検査職
員が理解しやすい資料に修正。また、上記4工種について説明動画を作成。

○活用手引きに新規工種「構造物工（橋梁架設・床版）編」を追加。

• 受注者と発注者（監督職員・検査職員）の実施項目を明確化する
ため、実施内容一覧表を新規ページ追加。

• 作成した実施内容一覧表は、実施フローの各段階にも追加掲載。

関東地方整備局
２．土工編：３次元計測技術を用いた出来形管理の実施フロー(２)
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○発注者（監督職員及び検査職員）と施工業者の実施内容一覧表

実施フロー 段階 発注者 行為 受注者 実施内容

①施工計画書作成 着手時
監督
職員

受理
←

施工
業者

①施工計画書を受理
②記載事項の確認

検査時
検査
職員

確認
→

施工
業者

3次元計測技術を用いた出来形管理に係わる施工計画
書の記載内容

②工事基準点設置 着手時
監督
職員

指示
→

施工
業者

基準点の指示

着手時
監督
職員

報告
←

施工
業者

工事基準点等の設置状況の把握

検査時
検査
職員

確認
→

施工
業者

3次元計測技術を用いた出来形管理に係わる工事基準
点等の測量結果等

③工事測量（起工測量）

着手時
監督
職員

受理
←

施工
業者

精度確認試験結果報告書の把握

検査時
検査
職員

確認
→

施工
業者

精度確認試験結果報告書の確認

④3次元設計データ作成 着手時
監督
職員

指示
→

施工
業者

設計図書の3次元化の指示

着手時
監督
職員

受理
←

施工
業者

3次元設計データチェックシートの確認

検査時
検査
職員

確認
→

施工
業者

①設計図書の3次元化に関わる確認
②3次元設計データチェックシートの確認

⑤出来形管理図表作成 着手時
監督
職員

受理
←

施工
業者

精度確認試験結果報告書の把握

検査時
監督
職員

受理
←

施工
業者

出来形管理資料、出来形管理図表での出来形管理状
況の把握

検査時
検査
職員

確認
→

施工
業者

①3次元計測技術を用いた出来形管理に関わる精度確
認試験結果報告書の確認

②3次元計測技術を用いた出来形管理に関わる出来形
管理資料の確認

⑥電子成果品納品 検査時
検査
職員

確認
→

施工
業者

①品質管理および出来形管理写真の確認
②電子成果品の確認
③検査職員が任意に指定する箇所の出来形検査

関東地方整備局

① 施工計画書作成
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２．土工編：３次元計測技術を用いた出来形管理の実施フロー(３)

・出来形管理で利用する工事基準点を設置。
・出来形管理で利用する工事基準点の設置は、
「国土交通省公共測量作業規程」に基づいて実施し、
測量成果、設置状況と配置箇所を提出する。

② 工事基準点設置

図2-1-1 適正な場所に工事基準点を設置

段階 発注者 行為 受注者 実施内容

着手時
監督
職員

受理
←

施工
業者

①施工計画書を受理
②記載事項の確認

検査時
検査
職員

確認
→

施工
業者

3次元計測技術を用いた出来形管理に
係わる施工計画書の記載内容

段階 発注者 行為 受注者 実施内容

着手時
監督
職員

指示
→

施工
業者

基準点の指示

着手時
監督
職員

報告
←

施工
業者

工事基準点等の設置状況の把握

検査時
検査
職員

確認
→

施工
業者

3次元計測技術を用いた出来形管理に係わ
る工事基準点等の測量結果等

施工計画書に次の事項を記載。

1）適用区域
３次元計測範囲、出来形管理を行う範囲。

2) 出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準
・契約上必要な出来形計測を実施する出来形管理箇所。
・該当する出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準。

3）使用機器・ソフトウェア
３次元計測技術の計測性能、機器構成及び利用するソフトウェア。

4）使用する３次元計測技術による計測に関わる事項
・上記の１）～３）以外に各３次元計測技術に別途定める事項。
・３次元計測技術によって内容が異なるため、各工種で定める各計測技術。

出来形管理の範囲は、３次
元計測機器で計測する場合、
広範囲を計測可能だが、実
施に当たっては受発注者間
で十分協議の上、実施する
ものとする。

工事基準点等を含む測点を計測する際は、計測機
器の設置箇所から目視可能な場合においても、計測
機器が測点を認識できない場合があるため留意する。

※本省が公表している「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」のR5.3改定時に追加された工種。

• 新規工種「構造物工（橋梁架設・床版）編」を追加。

反映

反映

３次元計測技術を用いた出来形管理の活用手引き(案)の改訂
関東地方整備局
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関東地方整備局
ＩＣＴ普及促進の取組（実践的な手引きの策定）

○地域を地盤とする中小建設業へのICT施工普及拡大を目的に、小規模工事で活用できるICT施工技術等の活用方
法をまとめた、「小規模工事ICT施工活用の手引き（案）」を策定。

○本協議会の取組を通じて、中小建設業への普及拡大に向けた、全国で初めての実践的な手引きを策定。
○令和６年度も引き続き小規模工事で活用できる新たなICTツールの調査や、実工事現場での導入効果検証による手
引きの見直しを行っていくと共に、分かりやすい手引きの動画版を作成して普及拡大に努める。

○活動内容
✓アクションプランとして普及促進の活動目標を設定
✓見学会やセミナー等による知見の取得
✓小規模工事におけるICT導入効果の検証を実施

■ＩＣＴ導入効果検証

小型施工機械へのＩＣＴ導入、小規模な現場での３次元設計データ利活用を検証

●成果の共有
・本手引きについては、令和４年3月31日関東地方整備局HPにて公表すると
ともに、都県政令市、建設業協会へ水平展開している。

ICT普及の現状

埼玉県地域建設業ICT推進検討協議会

普及拡大の取組

・地域を地盤とするC,D等級業者には、いまだICTの
活用がされていない現状がある。

取組内容

●中小建設業へのICT普及拡大に向けた、実践的な手引きをR３年度末に策定

・小規模工事ICT施工活用の手引き（案）
施工業者の技術レベルに応じたICTの活用方法について記載

●小規模工事ICT施工活用の手引き（案）の見直し
・実工事現場における小規模工事を対象としたICT導入の効果検証を引き続
き実施（埼玉県地域建設業ICT推進検討協議会の活動の一環として実施）。

○見直しイメージ

検証結果

関
東D

X
･i-C

o
n

stru
ctio

n

推
進
協
議
会

（
都
県
政
令
市
・特
殊
法
人
）

国
土
交
通
本
省

全
国
展
開

実現場での実証

小規模工事ICT

施工活用の手引き
（案）

反映
「
検
証
結
果
」を
踏
ま
え
た

実
現
場
で
の
実
証

反映

現場見学会・
勉強会の実施

水平展開

埼玉県地域建設業ＩＣＴ推進検討協議会

適宜見直し

●見直した手引きの共有
令和６年3月２８日関東地方整備局HPにて公表。引き続き、都県政令市、
建設業協会へ水平展開していく。

52.6% ＝
1,704社（ICT施工経験企業）

3,242社（直轄工事受注企業）

C、Dランク経験企業割合

11/13



《見直し》

○現在、一般土木B等級、建築B等級以上の工事においてワークライフバランス認定企業の加点評価を
実施しているところ。

○令和６年度中に工事種別や等級等にかかわらず全ての総合評価落札方式案件で評価対象とする。

○評価基準に変更は無く、女性活躍推進法の他、次世代法、若者雇用促進法に基づく認定を受けている
企業を加点対象。

○配点は1点とする
○適用開始時期は、本省通知を踏まえ設定する。

評 価 基 準 配点

次に掲げるいずれかの認定を受けている
・女性活躍推進法に基づく認定等（えるぼし認定企業等）※１
・次世代法に基づく認定（トライくるみん・くるみん・プラチナくるみん認定企業）※２
・若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業）※３

1点

※１女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27 年法律第64 号）第９条若しくは第12条

の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業（労働時間等の働き方に係る基準を満たすもの
に限る。）又は同法第８条の規定に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限
る。）を策定している企業（常時雇用する労働者の数が100 人以下のものに限る。）をいう。

※２次世代育成支援対策推進法（平成15 年法律第120 号）第13 条又は第15 条の２の規定に基づく基準
に適合するものと認定された企業をいう。

※３青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和45 年法律第98 号）第15 条の規定に基づく基準に適合す
るものと認定された企業をいう。

本省通知を踏まえ適用時期を設定

関東地方整備局
ＷＬＢ関連認定企業の評価（対象拡大・配点の見直し）
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《新規》

○建設分野におけるＤＸ促進のため、令和６年度より関東地整においてインフラＤＸ大賞を創設予定。

○これと併せて、総合評価においてインフラＤＸ大賞（本省表彰、関東地整表彰）受賞者を加点評価す
る。

○配点は、本省表彰及び関東局長表彰は２点、事務所長表彰は１点とする。

評価項目 評価基準 評価点

企業の
技術力

インフラDX大賞

インフラDX大賞の有無について評価する

＜評価対象とする表彰年度＞
・国土交通本省の表彰（国土交通大臣表彰及び優秀
賞）はＲ５年度に受けた表彰

・関東地方整備局の表彰（局長表彰及び事務所長表
彰）はＲ６年度に受けた表彰

※上記への切替は令和６年８月１日

本省表彰（国土交通大臣表彰、
優秀賞）、

関東局長表彰
２

関東事務所長表彰 １

表彰無し ０

インフラＤＸ大賞（国土交通本省）

・国土交通省は、インフラ分野において、データとデジタル技術を活用して建設生産プロセスの高度化、効率化、国民サービスの
向上等の改革に繋がる優れた実績をベストプラクティスとして横展開するため、令和4年度にインフラＤＸ大賞を創設

・表彰対象は、次に掲げるいずれかの取組のうち、インフラ分野において、データとデジタル技術を活用して、建設生産プロセス
の高度化・効率化、国民サービスの向上、組織の働き方や文化・風土の改革等につながる優れた実績をあげた取組
①各発注機関から受注した工事・業務において前年度に完了した取組（元請け、下請けを問わない）
②その他、前年度に各団体が独自に実施した取組（「i-Construction 推進コンソーシアム会員の取組部門」に対する応募を対象）

・関東地整における総合評価落札方式においては上記①を加点対象とする

令和６年８月１日以降の公告案件より適用

関東地方整備局
関東地整インフラＤＸ大賞の創設・加点評価
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